
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序章．はじめに 

 

 

 

 

 

 

  

この章は、「名取市都市計画マスタープラン

とは何か？」を解説したものです。ここでは、

本計画書の位置づけや構成、関連する上位計

画の概要などを整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ章．名取市の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この章は、名取市の現状と課題についてま

とめたものです。ここでは、名取市の人口や

産業の動き、都市づくりに係る市民意向の概

要などを記載しています。 



 

名取市都市計画マスタープラン（改訂版）の策定にあたって 
 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、都市計画の指針となる名取市都市計画マスタープランを平成 30 年 12 月に策定し、

都市基盤の整備や地域特性に応じたまちづくりなど、都市づくりに取り組んでいます。 

 

本マスタープランから５年が経過し、近年、我が国では人口減少・超高齢化社会を迎え、感染

症の世界的な猛威など社会情勢が大きく変化する中、人々の生活様式や働き方までもが変化して

います。 

 

本市におきましても、東日本大震災からの復興完了により沿岸部は観光や産業エリア、住宅地

等として形成され、沿岸部のみならず市内の産業用地も様々な企業が進出していただいたことで

賑わいが戻りつつあります。宮城県では、既に少子高齢化社会を迎えている中にあって、本市で

は現在も、市内の開発需要が高まっており、都市計画をめぐる状況も変化しています。 

 

こうしたことを背景に、このたび、平成30年 12 月に策定した本マスタープランは、おおむね20

年後の令和20年の都市将来像を展望しており、都市の将来像「利便性と可能性を備えたこれからも

成長する都市 名取」は継続し、都市施設の整備、市街地開発事業の整備については令和２年３月に

策定した「名取市第六次長期総合計画」の計画期間を踏まえて、令和12年を目標とします。 

 

今後はこの名取市都市計画マスタープランの方針をもとに、市民の皆様と行政がともに協力し

ながらまちづくりに取り組むことで、名取市の発展を図ってまいりたいと思いますので、より一

層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

令和６年３月 

名取市長山 田 司 郎 
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序 章 ． は じ め に  

１ ． 名 取 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン と は  

名取市都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２の規定に基づく「市町村の都市

計画に関する基本的な方針」として名取市の将来像の実現に向け、都市づくりの目標を示し、

都市計画の方針を明らかにするものです。 

個別の都市計画や事業の内容は、今後、この都市計画マスタープランに基づいて定められ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． 名 取 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 見 直 し の 必 要 性 と そ の 背 景  

名取市都市計画マスタープランは、名取市第五次長期総合計画、名取市第四次国土利用計

画、名取市地方創生総合戦略などの上位計画に即した約 20 年後の姿を見据えながら、東日本

大震災復興事業の推進や快適性・利便性の向上に関する施策を中心に、平成 30 年 12 月に策

定しました。 

この間、復興事業の完了や上位計画である名取市第六次長期総合計画、名取市第六次長期

総合計画地方創生総合戦略版、名取市第五次国土利用計画が新たに策定されたことから改訂

を行うものです。 

  

『名取市の将来像』 

面的なまちづくり（市街地開発事業） 

名取市の将来像の実現に向け、都市づくりの目標並びに都市計画の基本的な
方針を明らかにするものが、 

『名取市都市計画マスタープラン』です。 

都市に必要な施設（都市施設） 

土地の使い方のルール（土地利用計画） 

都市計画 
に定める内容 

（都市計画法） 
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５ ． 名 取 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 構 成  

 
 
 

 
 

Ⅲ章．地域別構想 

増田 高舘 

Ⅱ章．全体構想 

Ⅰ章．名取市の現状と課題 

名取市の 
現状 

分
野
別
方
針 

市民 
意向 

名取市を取り巻く 
社会動向 

下増田 

名取市の都市づくりに 
係る主な動き 

土地利用 その他施設 

館腰 

基
本
構
想 

増田西・名取が丘 

都市の将来像  ・・・本市の目指す将来の姿を明らか
にしたもの。 

都市づくりの基本目標・・・本市の都市づくりの指針となる
もの。 

閖上 愛島 

景観 水と緑 防災 交通 

Ⅳ章．計画の推進にあたって 

基本構想に掲げた基本目標を実現するための方針を以下の
専門分野ごとに示しています。 

以下の地域ごとに、地域のまちづくりの目標とこれを実現
するための方針を示しています。 

都市づくりの特徴・強み 都市づくりの課題 

2 

３ ． 名 取 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 位 置 づ け  

平成30年12月に策定した名取市都市計画マスタープランは、名取市第五次長期総合計画、

名取市第四次国土利用計画、名取市地方創生総合戦略並びに県が定める仙塩広域都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針（都市計画法第６条の２）に即して定めたものですが、改訂

に当っては、その後に策定された名取市第六次長期総合計画、名取市第六次長期総合計画地

方創生総合戦略版、名取市第五次国土利用計画及び名取市地域公共交通計画などの上位計画

や関連計画と整合を図るものとします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ ． 目 標 期 間 及 び 対 象 区 域  
名取市都市計画マスタープランは、平成 30 年(2018 年)を基準年次とし、概ね 20 年後の令

和 20 年(2038 年)の将来都市像を展望して、都市計画の基本的目標や方向性を定めます。ま

た、道路・公園・下水道等の都市施設の整備、市街地開発事業の整備に関する事項について

は、「名取市第六次長期総合計画」の計画期間を踏まえて、概ね 10 年後の令和 12 年(2030 年)

を目標に設定します。 

なお、名取市都市計画マスタープランの対象区域は、名取市の都市計画区域全域（市全域）

とします。 

  

整合 

新たに策定 

 

 

 

 

 名取市第五次長期総合計画 
（平成 24 年３月策定） 

名取市震災復興計画 
（平成 23 年 10 月策定） 

名取市地方創生総合戦略 
（平成 28 年２月策定） 

名取市第四次国土利用計画 
（平成 24 年３月策定） 

名取市都市計画マスタープラン 
（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

【都市計画法第 18 条の２】 

（広域的な視点からみた計画）

即 す

仙塩広域都市計画区域の 

整備、開発及び保全の方針

【都市計画法第６条の２】 

新たに策定 

・名取市地域公共交

通計画（令和５年

３月） 

・名取市公共施設等

総合管理計画（令

和４年９月改訂） 

（個別都市計画の指針） 

 土地利用（区域区分、地域地区等） 

 都市施設（道路、公園、下水道等） 

 市街地開発事業（土地区画整理事業、市街地再開発事業等） 

 名取市第六次長期総合計画 
（令和２年３月策定） 

名取市第六次長期総合計画
地方創生総合戦略版 
（令和２年４月策定） 

名取市第五次国土利用計画 
（令和２年３月策定） 

即 す
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(２)名取市第六次長期総合計画地方創生総合戦略版 

●基本目標 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 稼ぐ地域をつくるとともに、安⼼して働けるようにする 
② 名取市とのつながりを築き、新しいひとの流れをつくる 
③ 結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる 
④ ひとが集う、安⼼して暮らすことができる魅⼒的な地域をつくる 

4 

６ ． 上 位 計 画  
(１)名取市第六次長期総合計画 

●目標年次：令和 2～12 年度（2020～2030） 

 
●基本理念 

 

 

 

 

●将来像 

 
 
 

名取市は、これまで「元気」をキーワードに、活力あるまちづくりに取り組み、発展を遂

げてきました。その過程で、市内には 11 の公民館があり、それぞれの地区においても「元気」

を創造してきました。 

今後もまちの活力を維持し、持続的な発展に繋げていくためには、これまで受け継がれて

きた歴史や文化をはじめ、自然、産業など、様々な分野における地域の特性と魅力を最大限

に引き出しながら、多様な主体それぞれが、これまで創造してきた「元気」を持ちよること

で、まちの一体感を醸成していくことが重要な視点となります。 

名取市に愛着を持ち、このまちに住んでいること、このまちで活動していることを誇りに

思えるような雰囲気を、行政だけでなく、多様な主体と協働しながら共に創り上げることで

まちが一つになり、未来へとつないでいくことで、名取市に人が定住し、企業が定着し、さ

らに人と企業を誘う持続的に発展する名取市につなげます。 

●目標人口 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛されるふるさと なとり 

～共に創る 未来へつなぐ～ 

多様な主体による市⺠本位のまちづくりを進めます 
地域の特性と魅⼒を最⼤限引き出します 
時代の変化に対応した持続的な発展を⽬指します 
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